
令和４年８月 25 日  

 

 

新宮町長  長﨑 武利 様  

 

 

新宮町男女共同参画審議会   

会 長  豊 福 美 代   

  

 

第２次新宮町男女共同参画基本計画の令和３年度  

  実施状況について３３３３３３３３３３３３３３３  

 

 

 標記について、新宮町男女共同参画推進条例第２２条第２項第２号の規

定により、第２次新宮町男女共同参画基本計画の令和３年度実施状況報告

に対する当審議会の評価・意見等を別添のとおり提出します。  

 つきましては、今後の施策実施にあたり検討されますようよろしくお願

いします。  
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第２次新宮町男女共同参画基本計画 

令和３年度実施状況報告に関する新宮町男女共同参画審議会の 

意見・評価 

 

 

総  合  評  価 

 

 第２次新宮町男女共同参画基本計画の令和３年度実施状況について 

 

令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施で

きなかった項目もあるが、町広報誌を活用した啓発など一部工夫も見受けら

れるなど、各担当課においても置かれた状況の中で評価と反省を行いながら

前向きに取り組んでいる。 

男女共同参画の意識づくりは、学校や地域などにおいて教育・啓発を継続

的に進めていくことが重要である。これまでの取り組みに加え、国や県の事

業を活用したり、連携したりすることで、強化できる取り組みもあると考え

られる。  

また、第２次基本計画の計画期間５年間で、優先して実施する取り組みを

改めて洗い出し、重点的に推進することで、第２次基本計画の成果として評

価できるものとなると考える。 

 

 以上のことを踏まえ、令和４年度は本計画の計画期間全体の成果を念頭に

置き、優先順位をつけて着実に実行していただきたい。 

 

なお、審議会での各委員からの意見・評価は次のとおり。 

 

基本目標１ 男女共同参画の意識づくり 

 

（１）庁内の連携を強化し、国や県の事業を活用するなど、効果的な周知・

啓発に努めてほしい。 
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基本目標２ 男女がともに参画し、支えあう環境づくり  

 

（１）各審議会等への女性委員登用の推進について、特に登用率が低い審議

会等では女性委員を登用できない本質的な原因を分析し、実効的な対策を

取るなど、さらに踏み込んだ方策を検討してほしい。 

 

 

基本目標３ 男女が安心して健やかに暮らせる生活への支援  

 

（１）性の多様性やジェンダーバイアス、ハラスメントに対する正しい理解

が深まるよう教育・啓発を継続してほしい。 

 

 

計画の推進 

 

（１）庁内推進体制において町職員への意識づけを継続するとともに、進行

管理の各プロセスを再確認し、取り組み実績をしっかり捉え、そのうえで課

題を確認、整理することで改善、推進に繋げてほしい。 

 


